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Ⅰ　調査の目的

　これまで，地方教育行政に対して指摘されていた課題

は，⑴権限と責任の所在が不明確，⑵地域住民の意向を

十分に反映していない，⑶教育委員会の審議等が形骸化

している，⑷迅速さや機動性に欠けるであった。

　その後，教育再生会議等の議論を踏まえた地方教育行

政改革の推進に関する法律（以下「地方教育行政改革」

という）での主な改正内容は，⑴教育委員会の責任体制

の明確化，⑵教育委員会の体制の充実，⑶教育における

地方分権の推進，⑷教育における国の責任の果たし方，

⑸私立学校に関する教育行政である。その中で，⑵教育

委員会の体制の充実に関しては，①市町村は近隣の市町

村と協力して教育委員会の共同設置等の連携を進め教育

行政体制の整備・充実に努める，②市町村教育委員会は

指導主事を置くよう努める，③教育委員の責務を明確化
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して，国・都道府県が教育委員の研修等を進めると定め

られた。

　現在，市町村教育委員会の組織運営上の重要課題とし

て，教育に関する専門性を備えた指導主事の配置が，専

門的支援を行うための重要な要素と改めて指摘されてい

るが，こうした内容に関する調査の蓄積は十分とはいえ

ない。また，平成の大合併が行われた結果，教育を取り

巻く環境も大きく変わっている。

　こうした中，各市町村において多様な教育改革が推進

されてきたが，教育委員会事務局職員の役割に関する研

究は少なく，特に指導主事や指導主事の業務を担当する

嘱託職員の調査は殆どない。

　そこで，本研究は，教育委員会の体制の充実が求めら

れる中で，徳島県内各市町村教育委員会の学校に対する

指導行政の現状を明らかにすることが目的であり，質問

紙による調査結果を検討するものである。

Ⅱ．調査の方法

　質問紙では，徳島県内の市町村教育委員会を対象に，

各教育委員会の体制や担当業務，学校訪問体制などにつ

いて調査を行い，単純集計から得られた調査結果をまと

めた。一部の市町村は，徳島県学事関係職員録や電話調

査で確認を取っている。

　調査名：「市町村教育委員会の指導行政調査」

　・実施期間：２０１７年４月下旬〜５月上旬

　・対象者：徳島県市町村教育委員会（８市１５町１村）

　・有効回答数：２０件（有効回答率８３.３％）
　・主な質問項目は以下の通りである。

　　１　自治体人口規模，設置・管理学校数

　　２　教育委員会事務局職員の状況

　　３　指導行政担当職員の担当業務

　　４　市町村教育委員会の重視業務

　　５　学校訪問体制と指導内容・頻度

　　６　平成１９年地教行法改正への対応

　Ⅲ．市町村教育委員会の指導行政調査結果

１．指導主事等職員の配置状況　

　市町村教育委員会本課等勤務の指導主事数については，

調査票と徳島県学事関係職員録を参照しながら，一部の

市町村へは電話で確認を行った。指導主事が配置されて

いる市においても指導主事数にばらつきがあり，また一

部の市と全町村には指導主事が配置されていないため，

各市町村における配置率は２５.０％であった。表１は，市
町村教育委員会における指導主事の状況と，指導主事以

外の常勤職員で教員出身者，嘱託職員等で教員出身者の

状況等をまとめたものである。その結果，指導主事は計

２５人であり，常勤職員や嘱託における教員出身者を加え

ると８１人となる。また，教育委員会事務局等に勤務す

る教員出身者数が１人以上となる市町村は７０.０％であっ
た。なお，常勤職員の教員出身者は，指導主事，研究員

等の名称で勤務し，嘱託等の教員出身者は，指導員等の

名称で勤務している。

２．指導主事等職員の担当業務

　表２は，指導主事，嘱託，学校の教諭の職員の種類ご

とに担当業務の状況をまとめたものである。多くの業務

を指導主事と嘱託が中心に担っている状況が明らかに

なった。指導主事の主な業務は，教科等教育課程に関す

ること（１００％），教科研究会の運営支援に関すること

（１００％）であり，教育課程など指導内容に関することが

基本的な職務であることが裏付けられた。一方，嘱託が

担当する主な業務は，人権教同和教育に関すること

（６９.２％），生徒指導に関すること（４６.１％）であり，い
わゆる経験が必要な分掌であるといえよう。なお，教育

委員会の依頼を受けて学校で勤務する教諭が担当する業

務は殆どなかった。

　表３は，指導主事数別の担当業務の状況である。指導

主事数が増加するほど指導主事の担当する業務が増えて

くる。主な業務として教科等教育課程に関すること，教

科研究会の運営支援に関することは，指導主事数に関係

なく実施されているが，指導主事数に関係なく担当して

いない業務は，適応指導教室に関すること（０％），学校

施設の管理に関すること（０％），放課後の児童生徒の活

動の支援に関すること（０％），社会教育，生涯学習に関

すること（０％）であり，指導主事の担当業務でないと

されているようである。また，嘱託が担当する主な業務

は，人権教育，同和教育に関すること（８１.８％），生徒指
導に関すること（５４.５％）であったが，その中で，指導
主事が配置されている教育委員会の嘱託の主な業務には，

教科等教育課程に関すること（７５.０％），生徒指導に関す
ること（７５.０％），適応指導教室に関すること（７５.０％）
であり，指導主事の職務を肩代わりしている実態が明ら

かになった。一方，指導主事が配置されていない教育委

員会の嘱託の主な業務は，人権，同和教育に関すること

（１００％），学校の管理運営への支援に関すること

（３３.３％），生徒指導に関すること（３３.３％）であった。
　次に教諭が担当する業務の状況であり，他県では，優

秀教員の中から指導主事に類する業務を担うよう教育委

員会から依頼するケースがあるが，こうした形での実施

は，徳島県市町村教育委員会では皆無に等しい結果で

あった。

　表４は，指導主事数別に指導主事以外の職員や嘱託・

非常勤職員等が学校の教科等の授業を指導したり，学校
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経営の支援をしたりするなど，指導主事の業務に類する

業務を行う状況をまとめたものである。指導主事以外の

職員や嘱託の主な業務は，①教育長等も学校を訪問し管

理運営や教科等の指導を担当している（８１.８％），②退職
校長等を嘱託として雇用している（５４.５％）である。そ
の中で，指導主事が配置されている教育委員会はそれぞ

れ①（７５.０％），②（５０.０％），配置されていない教育委
員会は①（１００.０％），②（６６.７％）である。
　表５－１は，指導主事数別に所轄下の学校から校内研

究や授業研究の講師派遣依頼が来た場合の対処方法をま

とめたものである。市町村全体としては，学校が直接県

教委に依頼し，県から派遣（５５.０％），市町村，県本課，
総合教育センターで調整して派遣（２０.０％）となっている。
直接県教委に依頼と市町村を通じて県教委に依頼し，県

から派遣を合計すると７５．０％となり，学校から依頼さ

れる講師のほとんどは県派遣で実施されている。ただし

指導主事の多い２市の教育委員会は市の指導主事で対応

している。

　表５－２は，指導主事数別に市町村教育委員会が主催

する研修の主な講師をまとめたものである。主な講師は，

県教育委員会の指導主事（７０.６％）と現職教員，退職教
員（７０.６％）が最も多く，次いで大学等の研究機関の講
師が（５８.８％），民間団体の講師（５２.９％）となっている。
市町村主催研修の講師は，指導主事の配置に関係なく，

幅広い人材の活用がなされている。

　表６は，指導主事数別に市町村教育委員会が県教育委

員会と連携する方法をまとめたものである。市町村全体

としては，必要に応じて所轄下の学校の情報を共有する

（８８.９％），県教育委員会の学校訪問に市町村の指導主事
が同行する（２２.２％），学校の情報を共有するための協議
の場を設けている（２２.２％）である。必要に応じて学校
の情報を共有する項目の内訳は，指導主事が配置されて

いる教育委員会は８０.０％であり，配置されていない教育
委員会では９２.３％である。指導主事がいない教育委員会
においては，この項目以外の連携の実施率は小さい。

３．学校訪問の体制と指導内容

　表７－１は，指導主事数別に市町村教育委員会が所轄

下の学校を訪問する方針をまとめたものである。所轄下

の学校を計画的に訪問する（９５.０％）が最も多く，指導
主事の配置に関係していない。また他の項目は少なく，

要請を受けた学校を訪問する（１５.０％），研究指定を受け
た学校を訪問する（１０.０％）である。
　表７－２は，指導主事数別に市町村教育委員会が学校

を訪問する際の体制をまとめたものである。殆どの市町

村は，教育長，教育委員，課長，指導主事等が一緒に訪

問（８９.５％）している。指導主事がいない市町村におい
てはさらに高く（９１.７％）なっており，教育長や課長が

訪問している現状が推測される。指導主事が１人で訪問，

複数で訪問の項目は皆無である。

　表７－３は，指導主事数別に市町村教育委員会が学校

訪問時に聴取・参観・指導する内容をまとめたものであ

る。校長から学校経営方針について説明を受ける

（１００％），通常授業を参観している（１００％）である。そ

の中で指導主事が配置されている市町村は，代表授業や

研究授業を参観し，事後協議会で指導や助言をする

（６０.０％）など他の項目も多く実施されているが，指導主
事が配置されていない市町村では，その割合は非常に小

さい（７.７％）。
　表７－４は，指導主事数別に市町村教育委員会が学校

訪問時に事前に学校に準備を求めている書類をまとめた

ものである。学校要覧（８５.０％），学校経営計画（６０.０％），
通常授業の指導案（４５.０％）が多く，校内研究・研修計
画（２５.０％），年間指導計画（１０.０％）などの項目の割合
は非常に小さい。

　表７－５は，指導主事数別に市町村教育委員会が学校

を訪問する頻度をまとめたものである。１校当たり年に

２回〜５回訪問する（４５.０％）が最も多く，次いで，１
校あたり年１回（４０.０％）となっている。その中で指導
主事が配置されている市町村は年２〜５回が多く，配置

されていない市町村は年１回の訪問が多い。

４．市町村教育委員会の重視業務・困難業務及び平成１９

年地教行法改正への対応状況と今後

　表２の教育委員会が重視している業務は，人権教育，

同和教育に関すること（６６.７％），特別支援教育に関する
こと（５０.０％），学校の管理運営に関すること（４４.４％），
学校施設の管理に関すること（４４.４％）であるが，現状
の職員体制で実施が困難な業務は，コミュニティ・スクー

ルの運営支援に関すること（６２.５％），放課後の児童生徒
の活動の支援に関すること（４３.８），教科研究会の運営支
援に関すること（４３.８）である。
　表８－１は，平成１９年の地教行法改正で市町村教育委

員会に指導主事配置の努力義務に規定されたことに対す

るこれまでの対応や検討の状況をまとめたものである。

市町村費による指導主事の配置が実施（決定含む）して

いるのは１市（５.２％）であり，検討せずは１５市町村
（７８.９％）であった。指導主事がいない市町村において検
討していない割合はさらに８５.７％と大きいが，複数の教
育委員会で指導主事を共同設置することを考えている町

の存在が明らかになった。また退職校長等を活用して指

導主事を実質的に増やすことを行っている市町村は

６０.０％であり，指導主事が配置されている市町村で嘱託
も配置されている割合は８０.０％，指導主事が配置されて
いない市町村で嘱託が配置されている割合は５３.３％であ
る。
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　表８－２は，指導主事数別に市町村教育委員会におけ

る職員配置の今後の在り方についての意向をまとめたも

のである。退職校長等非常勤の活用（６８.４％）が最も多
く，次いで，指導主事の増員（都道府県費と本課事務職

員の増員）（４２.１％）となっている。指導主事が配置され
ている市町村教育委員会の職員配置に関する今後の在り

方で最も多かったのは，県費による指導主事の増員であ

り，配置されていない教育委員会で最も多かったのは，

退職校長等非常勤職員の有効活用であった。

Ⅳ　考察と所感

１．調査結果から見えること

　指導主事の職務について，一般に業務量が多く事業や

会議の手続き・準備，調査・統計，議会対応や予算，学

校教育が直面する課題の研究や自己研鑽で多忙であると

いわれている。平成１２年の分権改革以前には，都道府

県教委が指導行政の主体であり，市町村教委の指導主事

配置率は３０％未満であったが，平成２３年には６１.６％に
なり，市町村レベルに指導行政の主体がシフトしつつあ

る。押田（２０１４）は，県（事務所）レベルで行ってきた

「教職員への指導助言活動」や「学校経営支援」「自治体

独自の教育施策の立案・調整」が指導主事の職務として

位置づけられ，市町村教育委員会独自のカリキュラム改

革推進や学力向上にも寄与していると報告している。ま

た文部科学省「教育行政調査」でも，指導主事を雇用し

ていない市町村が指摘されている。

　今回の調査結果をまとめると，①徳島県市町村の指導

主事配置率は２５.０％であり，指導主事配置率に関しては
分権改革以前の状態が続いていると思われる。ただし，

指導主事が配置されていない市町村（４２.９％）では，退
職校長等を嘱託職員として活用し，指導主事の職務に類

する職務を担当し補完に努めている。②職員の担当業務

について，指導主事が他と比べて多い教育委員会では，

教科等教育課程に関すること・教科研究会の運営や支援

に関すること・学校評価に関することを主に担当してい

る。指導主事が配置されていない或いは少数の教育委員

会では，教育課程や教科研究会の運営や支援に関するこ

と，人権同和教育に関すること，学校の管理運営への支

援に関すること，生徒指導に関する業務を中心に教育行

政を遂行している。しかし指導主事数に関係なく，コミュ

ニティ・スクールの運営支援や地域が学校を支援する体

制の構築に関する業務を担当する割合は小さい。すなわ

ち，教育課程に関する指導は行われるが，地域の資源を

活用して学校を活性化するための支援には不十分な状況

であると思われる。③教育委員会の重視業務は，人権教

育，同和教育に関すること，特別支援教育に関すること，

学校の管理運営に関すること，学校施設の管理に関する

ことであるが，職員の主な担当業務とはあまり一致して

いないことが明らかになった。現状の職員体制で実施が

困難な業務は，コミュニティ・スクールの運営支援に関

すること，放課後の児童生徒の活動の支援に関すること，

教科研究会の運営支援に関することであるが，これらは

職員が担当していない業務とほぼ一致する。家庭や地域

との連携の不十分さが事務局レベルで明らかになった。

④指導主事数を補う手段として，嘱託が活用されている

が，その実施率は指導主事が配置されている市の方が大

きく，嘱託，指導主事，常勤の教員出身者により多様な

行政サービスの提供がなされていると思われる。一方で，

指導主事がいない教育委員会（５５.０％）は，嘱託という
補完措置の活用もされていない。これによる指導行政の

格差は大きいのでないかと思われる。⑤平成１９年地教行

法改正による指導主事配置の努力義務への対応では，１

市のみが実施済みで，殆どの市町村で検討されてこな

かった。職員配置の今後の在り方として，退職校長等非

常勤の有効活用（６８.４％）が最も多いが，改正法の趣旨
に添い指導主事配置や法改正の趣旨に沿った大きな動き

が望まれる。

２．教育委員会の体制充実に向けて

　社会の変動が激しく課題に次から次へと直面している

が，教育委員会が自主的・先進的に教育活動を計画すれ

ば，教育行政専門職の指導・助言が必要になり，教育行

政専門職の活動，すなわち指導行政を一層充実させる必

要がある。これまでも教育行政部局の体制強化のため，

教育職・行政職双方の職員の資質向上に努めることが求

められてきたが，行政職の教育専門家の養成が殆どされ

てこなかった。現状は，教員が指導主事として行政事務

の経験を積み，専門職として教育現場に対する大きな役

割を担っている。教育長の教育上のリーダーシップは，

指導主事を介して発揮されるともいわれており，市町村

教育委員会の指導行政にとって指導主事の配置は喫緊の

課題である。

　平成２７年にベネッセ教育総合研究所が，全国市町村長

を対象に調査している。「自治体の発展のためには，子育

て・教育施策を最優先するつもりだ」という考えに対し

て，「とてもそう思う」「ややそう思う」は約９４％である。

市町村長の子育て・教育施策の充実への思いは全国的に

大きいことが分かった。その上で，各自治体で施策の実

現に必要な予算や人材について知恵を出し合い，いろい

ろな教育施策が実施されている。例えば，小学校１年生

から英語教育（外国語活動）の実施や，生徒全員にタブ

レットPCを貸与し学習効果を上げる取り組みをしてい
る。また土曜授業の実施や小中一貫校の設置は各市町村

の判断で行えるようになり，活動の幅が広がっている。

　「市町村教育委員会が直面している課題と取り組みに
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ついて（２０１７）」によると，徳島県市町村教育委員会の

重要な教育課題は，事務局の専門性であった。指導主事

の役割は，学校訪問による知識・技術の伝達にとどまら

ず，地域の教育課題を抽出し，解決の方策を講じながら

教育活動の発展に努めることである。今回の調査におい

て，指導主事の配置や指導主事数について市町村間で大

きなバラつきが明らかになった。以前の地方教育行政に

対する不信感や地域との乖離などを解決するため，平成

１９年に地教行法が改正され，教育委員会の体制充実の方

途として「教育委員会の連携」「指導主事を置くよう努め

る」が明示された。これまでの経緯を考えると，地方教

育行政を常に向上・発展させていくためには，教育専門

職たる指導主事の配置が大きなカギになるのではないか

と考えられる。学習指導要領に基づく教育課程の適切な

編成・実施，学力向上，生徒指導の対応など，多様な要

求に応える指導体制を充実するために指導主事の果たす

役割は重要である。そのため，子育て及び教育に関する

施策を市町村の重要な政策として市町村総合計画に位置

付け，指導主事配置による教育委員会事務局の専門性と

体制強化を図ることは市町村教育行政の将来を展望する

上で早急に取り組むべきことである。

　その上で，現在は「働き方改革」の流れが顕著になっ

てきた。教育の世界も同様である。これに対しては，教

職員の増員という形で対応すれば，その多くは解決する

と思われるが，予算上の問題もあり，現有の勢力で何と

かこなさないといけないのが現状である。そうした時に

こそ，指導行政，特に指導主事の役割が重要であると思

われる。単に，これまでの職務の踏襲ではなく，新たな

提案と指導が可能な立場であるのが指導主事であり，こ

れを望みたい。例えば，学校管理における出退勤管理や

事務などを，ICTを活用したり，研修や会議にテレビ会
議システムを使ったりしたりするなど，多様な手法の提

案や実現は，現場に任せても難しい。指導主事以外には

なかなか対応できないことではないだろうか。
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（別表）調査結果について

表１　人口規模別指導主事と指導主事以外の職員の配置状況（人）

教員出身計
①＋②＋③＋④

指導主事計
①＋②

嘱託等の元教員
④

常勤の教員出身者
③

充て指導主事
②

指導主事
①

職種
人口規模

４８２３１４１１５１８５万人以上

１７１１１５　１３万人以上５万人未満

６１４１１　２万人以上３万人未満

６０４２　　１万人以上２万人未満

３０３　　　５千人以上１万人未満

１０１　　　５千人未満

８１２５３７１９６１９職員数　計

表２　指導主事と指導主事以外の職員が担当する業務の状況

（％）
現体制困難
（人）（％）

教委重視
（人）

教諭
（人）（％）

嘱託
（人）（％）

指導主事
（人）

業務の内容

３１.２５２７.８５　３８.５５１００.０３教科等教育課程

４３.８７０.００　２３.１３１００.０３教科研究会の運営や支援

１８.８３２２.２４　４６.１６６６.７２生徒指導

１２.５２１６.７３１３８.５５０.００適応指導教室

６.３１２２.２４　２３.１３６６.７２教育相談

６.３１５０.０９　２３.１３３３.３１特別支援教育

０.００６６.７１２　６９.２９６６.７２人権教育，同和教育

１８.８３４４.４８　０.０００.００学校施設の管理

１８.８３４４.４８　３８.５５３３.３１学校の管理運営への支援

６.３１０.００　１５.４２６６.７２学校評価

６２.５１０１１.１２　０.００３３.３１コミュニティ・スクールの運営の支援

２５.０４１１.１２　１５.４２３３.３１地域が学校教育を支援する体制の構築

３７.５６０.００　７.７１３３.３１部活動指導に民間や地域の人材を活用

４３.８７１１.１２　１５.４２０.００放課後の児童生徒の活動の支援

３１.２５１１.１２　２３.１３３３.３１土曜日の学校教育に関すること

６.３１３３.３６　３０.８４０.００社会教育，生涯学習に関すること

１２.５２２２.２４　２３.１３６６.７２保護者等からの要望やクレームへの対応

６.３１１１.１２　７.７１３３.３１議会への対応

表３　指導主事数別担当業務の状況

嘱託担当業務指導主事担当業務

指　導　主　事　数指　導　主　事　数業　務　の　内　容

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人％１１人〜６〜１０人１〜５人

４５.５１　２２　１００.０１１１教科等教育課程

２７.３　　１２　１００.０１１１教科研究会の運営や支援

５４.５　　３３　６６.７１１　生徒指導

４５.５　　３２　０.０　　　適応指導教室

２７.３　　２１　６６.７１１　教育相談

３６.４　　２２　３３.３　１　特別支援教育

８１.８　　２７　６６.７１１　人権教育，同和教育

０.００　　　　　０.０　　　学校施設の管理

４５.５　　２３　３３.３１　　学校の管理運営への支援

１８.２　　１１　６６.７１１　学校評価

０.００　　　　　３３.３１　　コミュニティ・スクールの運営の支援

９.１　　　１　３３.３１　　地域が学校教育を支援する体制の構築

９.１　　１　　３３.３　１　部活動の指導に民間や地域の人材を活用

１８.２　　１１　０.０　　　放課後の児童生徒の活動の支援

１８.２　　１１　３３.３１　　土曜日の学校教育

３６.４　　２２　０.０　　　社会教育，生涯学習

２７.３　　１２　６６.７１１　保護者等からの要望やクレームへの対応

９.１　　１　　３３.３１　　議会への対応に関すること
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表４　指導主事数別指導主事以外の職員が指導主事の業務に類する業務を行う状況

指　導　主　事　数
業　務　の　内　容

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

８１.８　　３６教育長等も学校を訪問し管理運営や教科等の指導

５４.５１　１４退職校長等を嘱託として雇用している。

　０.０　　　　社会教育主事が教科に関する指導業務を担う

　９.１１　　　指導力に優れた教員を選び他校の指導を依頼

　９.１　　１　その他

表５−１　指導主事数別講師派遣依頼への対処方法

指　導　主　事　数
対　処　の　方　法

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

１０.０１１　　市町村の指導主事のみを派遣

２０.０　　１３市町村，県本課，総合教育センターで調整して派遣

　０.０　　　　学校に勤務する指導力に優れた教員を派遣

１５.０　　　３市町村教委を通じて県から派遣

５５.０　　２９学校が直接県教委に依頼し県から派遣

表５−２　指導主事数別市町村主催研修の講師

指　導　主　事　数
講　　　　　　　師

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

１１.８１１　　市町村教育委員会の指導主事

７０.６１１２８都道府県教育委員会の指導主事

５８.８　１３６大学等教育研究機関の講師

５２.９１１１６民間団体等の講師

７０.６１１２８現職教員，退職教員

表６　指導主事数別都道府県教育委員会との連携の方法

指　導　主　事　数
連　携　の　方　法

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

　０.０　　　　市町村教育委員会の訪問に県指導主事が同行

２２.２１１２　県教委等の学校訪問に市町村の指導主事が同行

２２.２　１１２所轄下の学校の情報を共有するための協議

８８.９　１３１２必要に応じ所轄下の学校の情報を共有する　

表７−１　指導主事数別学校訪問の方針

指　導　主　事　数
学校訪問の方針

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

９５.０１１３１４所轄下の学校を計画的に訪問

１５.０　　１２要請を受けた学校に訪問

１５.０　　１２重点的に訪問する学校を定め訪問

１０.０　　１１研究指定校を指導するために訪問

　５.０　　　１その他

表７−２　指導主事数別学校訪問時の体制

指　導　主　事　数
学校訪問時の体制

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

　０.０　　　指導主事が一人で訪問

　０.０　　　　指導主事が複数で訪問

８９.５　１３１３教育長，教育委員，課長，指導主事が一緒に訪問

　５.３１　　　県教育委員会が計画訪問時に市町村も同行

　５.３　　　１その他
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表７−３　指導主事数別学校訪問時の聴取・参観・指導内容

指　導　主　事　数
聴取・参観・指導内容

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

１００１１３１５校長から学校経営方針について説明を受ける

１５　　１２研究主任から校内研究計画の説明を受ける

１５　　１２教務主任などから教育課程の説明を受ける

１５１　１１生徒指導主任から生徒指導体制の説明を受ける

１００１１３１５通常授業を参観している

２０１　２１代表授業・研究授業を参観している

１５１　２　代表授業・研究授業を参観・事後協議会に参加

１５１　１３事後協議会などで教員全体へ指導助言をする

１０１　１　校内研究部会などで一部教員に指導助言をする

１０１　１　代表授業・研究授業の授業者に指導助言をする

１５　　　３その他

表７−４　指導主事数別学校訪問時の準備書類

指　導　主　事　数
準　備　書　類

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

１０.０１　１　代表授業・研究授業の指導案

４５.０１　１７通常授業の指導案あるいは略案

２５.０　　１４校内研究・校内研修計画

６０.０１　１１０学校経営計画

１０.０１　　１年間指導計画

８５.０１　２１４学校要覧

１０.０　１１　その他

　０.０　　　　事前に準備を求めない

表７−５　指導主事数別学校訪問の頻度

指　導　主　事　数
頻　　　　　度

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

　０.０　　　　１校あたり年に１０回以上

　０.０　　　　１校あたり年に６回〜９回程度

４５.０１１２５１校あたり年に２回〜５回程度

４０.０　　　８１校あたり年に１回程度

１０.０　　１１複数年で訪問する

　５.０　　　１その他

表８−１　指導主事数別平成１９年地教行法改正への対応

計指　導　主　事　数
平成１９年地教行法改正への対応

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

１５.８３　　１２検討している
市町村費による指導
主事の配置

５.２１１　　　実施済みか実施決定している

７８.９１５　１２１２検討せず

１０.０２　　　２検討している
複数市町村で指導主
事共同設置すること

０.００　　　　実施済みか実施決定している

９０.０１８１１３１３検討せず

１５.０３　　　３検討している退職校長等を活用
して指導主事の役割
を担うこと

６０.０１２１　３８実施済みか実施決定している

２５.０５　１　４検討せず

０.００　　　　検討している現在派遣されている
県費指導主事の定員
減か廃止

０.００　　　　実施済みか実施決定している

１００.０１３１１３８検討せず
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表８−２　指導主事数別職員配置の今後の在り方

計指　導　主　事　数
職員配置の今後の在り方

％１１人〜６〜１０人１〜５人０　人

２１.１４　　　４指導主事の増員　市町村費

４２.１８　１２５指導主事の増員　都道府県費

４２.１８　　１７本課事務職員の増員

６８.４１３　　２１１退職校長等非常勤職員の有効活用

２２.２２　　１１優秀教員の他校指導等現職教員の有効活用

　０.００　　　　市町村合併の推進による職員配置改善

２１.１４　　　４他市町村と連携した指導主事雇用

　０.００　　　　その他
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